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成
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五
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
松
野
頼
久
君
提
出
沖
縄
県
軍
用
地
地
主
連
合
会
い
わ
ゆ
る
土
地
連
加
盟
の
地
主
と
防
衛
施
設
庁
の
防
衛
施
設
用

地
の
賃
貸
契
約
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
四
年
五
月
七
日
受
領

答

弁
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六
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号



衆
議
院
議
員
松
野
頼
久
君
提
出
沖
縄
県
軍
用
地
地
主
連
合
会
い
わ
ゆ
る
土
地
連
加
盟
の
地
主
と
防
衛
施
設
庁
の
防
衛
施

設
用
地
の
賃
貸
契
約
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
及
び
五
に
つ
い
て

防
衛
施
設
庁
は
、
予
算
の
概
算
要
求
の
額
の
決
定
に
際
し
て
、
沖
縄
県
軍
用
地
等
地
主
会
連
合
会
（
以
下
「
土
地
連
」
と

い
う
。
）
と
の
間
で
、
沖
縄
県
に
お
け
る
防
衛
施
設
用
地
（
我
が
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
及
び
自
衛
隊
の
用

に
供
す
る
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
賃
借
料
の
総
額
に
つ
い
て
調
整
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
評

価
額
」
の
総
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
右
の
調
整
に
お
け
る
国
の
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
防
衛
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
五
条
第
十
二
号
及
び
第
十
九
号
に

規
定
す
る
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

御
指
摘
の
財
団
法
人
日
本
不
動
産
研
究
所
に
対
す
る
土
地
評
価
調
査
の
委
託
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
防
衛
施
設
用
地
の
賃

借
料
の
算
定
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
そ
の
周
辺
の
開
発
の
進
展
等
を
踏
ま
え
、
防
衛
施
設
庁
に
よ
る
宅

地
、
農
地
等
の
地
目
区
分
の
妥
当
性
等
の
検
討
を
委
託
し
た
も
の
で
あ
り
、
個
別
の
土
地
の
鑑
定
評
価
を
委
託
し
た
も
の
で

は
な
い
。

一



お
尋
ね
の
固
定
資
産
税
評
価
額
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
四
百
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
固
定
資
産
の
価
格
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
一
般
に
、
固
定
資
産
の
う
ち
土
地
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
同
項
に

基
づ
き
市
町
村
長
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

土
地
連
の
会
員
で
あ
る
各
市
町
村
軍
用
地
等
地
主
会
（
以
下
「
地
主
会
」
と
い
う
。
）
に
加
入
す
る
約
三
万
四
千
名
の
土

地
所
有
者
は
、
加
入
す
る
地
主
会
の
会
長
を
代
理
人
と
し
て
、
同
人
に
賃
借
料
の
請
求
及
び
受
領
等
を
委
任
し
、
地
主
会
の

会
長
は
、
土
地
所
有
者
の
承
諾
を
得
て
、
土
地
連
の
会
長
を
復
代
理
人
と
し
て
、
同
人
に
賃
借
料
の
請
求
及
び
受
領
を
再
委

任
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
防
衛
施
設
庁
は
、
右
の
土
地
所
有
者
が
所
有
す
る
土
地
の
賃
借
料
を
土
地
連
の
会
長
に
対
し
て
支

払
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

二


